
              金融検査マニュアル（預金等受入金融機関に係る検査マニュアル） 新旧対照表           
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別紙２－１ 

（改定前） （改定後） 

【本検査マニュアルにより検査を行うに際しての留意事項】 
 

（１）本マニュアルは、全ての預金等受入金融機関を対象としている。「預金

等受入金融機関」とは、次に掲げる金融機関その他の預金等を受け入れる

金融機関を指し、保険会社、証券会社等は含まないものとする。 

（略） 

（２）～（４）（略） 

 
法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト 

 

Ⅰ．経営陣による法令等遵守態勢の整備・確立状況 

 

１．（略） 

 

２．内部規程・組織体制の整備 

①～② （略） 

③【各業務部門及び営業店等における法令等遵守態勢の整備】 

（ⅰ）～（ⅲ） （略） 

（ⅳ）取締役会等は、業務の規模・特性に応じて、法令等遵守の観点から必

要あるときは、業務隔壁や情報の遮断措置を設置する等の態勢を整備し

ているか。必要のあるときとは、例えば、インサイダー取引の防止、投

資銀行業務等における利益相反取引等の防止等のために必要な場合をい

【本検査マニュアルにより検査を行うに際しての留意事項】 
 

（１）本マニュアルは、全ての預金等受入金融機関を対象としている。「預金

等受入金融機関」とは、次に掲げる金融機関その他の預金等を受け入れる

金融機関を指し、保険会社等は含まないものとする。 

（略） 

（２）～（４）（略） 

 
法令等遵守態勢の確認検査用チェックリスト 

 

Ⅰ．経営陣による法令等遵守態勢の整備・確立状況 

 

１．（略） 

 

２．内部規程・組織体制の整備 

 ①～② （略） 

③【各業務部門及び営業店等における法令等遵守態勢の整備】 

（ⅰ）～（ⅲ） （略） 

（ⅳ）取締役会等は、業務の規模・特性に応じて、法令等遵守の観点から必

要あるときは、業務隔壁や情報の遮断措置を設置する等の態勢を整備し

ているか。必要のあるときとは、例えば、インサイダー取引の防止、利

益相反の管理等のために必要な場合をいう。 
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（改定前） （改定後） 

う。 

④～⑨ （略） 

 

３．（略） 

 

Ⅱ．（略） 

 

Ⅲ．個別の問題点 

 

１．～４．（略） 

 

５．リーガル・チェック等態勢 

①【取引及び業務に関するリーガル・チェック等態勢の整備】 

法令等遵守規程に則り、リーガル・チェック等を行うべきものと定め

たものの適法性について、事前に法的側面からの慎重な検討を経た上で

実行する等、法令等遵守の観点から適切なリーガル・チェック等を実施

する態勢が整備されているか。例えば、以下の事項の適法性について

は、特に慎重な検討を経る態勢となっているか。また、事前のリーガ

ル・チェック等が必要な文書、取引及び業務の範囲及びリーガル・チェ

ック等の責任の所在が、明確化され、組織全体に周知されているか。 

・ 新規業務の開始前における業務の適法性 

・ 海外の本・支店や現地法人等における顧客口座の開設等の取次そ

  

④～⑨ （略） 

 

３．（略） 

 

Ⅱ．（略） 

 

Ⅲ．個別の問題点 

 

１．～４．（略） 

 

５．リーガル・チェック等態勢 

①【取引及び業務に関するリーガル・チェック等態勢の整備】 

法令等遵守規程に則り、リーガル・チェック等を行うべきものと定め

たものの適法性について、事前に法的側面からの慎重な検討を経た上で

実行する等、法令等遵守の観点から適切なリーガル・チェック等を実施

する態勢が整備されているか。例えば、以下の事項の適法性について

は、特に慎重な検討を経る態勢となっているか。また、事前のリーガ

ル・チェック等が必要な文書、取引及び業務の範囲及びリーガル・チェ

ック等の責任の所在が、明確化され、組織全体に周知されているか。 

・ 新規業務の開始前における業務の適法性 

・ 海外の本・支店や現地法人等における顧客口座の開設等の取次そ
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（改定前） （改定後） 

の他の取引等 

・ 優越的な地位の濫用等が懸念される取引等 

・ 増資におけるコンプライアンス等 

・ 複雑なスキームの取引の適法性（例えば、オフバランス化を含む

資産流動化、不良債権処理、益出し等の目的で行われる取引や、特

殊な種類株式や社債の発行が関連する取引等） 

・ 同一スキームに、アレンジャー兼レンダーなど複数の立場で関与

する場合等における利益相反性についての検討が必要な事案 

・ いわゆるプライベート・バンキング等における非定型取引等 

・ アームズ・レングス・ルールの適用あるグループ内の取引の適法

性 

・ コルレス契約の締結 

・ 法令上求められるディスクロージャー等 

・ その他法的リスクが高いと合理的・客観的に判断される文書、取

引、業務等 

② （略） 

 

 顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト 
 

Ⅰ．経営陣による顧客保護等管理態勢の整備・確立状況 

【検証ポイント】 

・ 本チェックリストにおいて、「顧客保護等」とは、以下の①から⑤をい

の他の取引等 

・ 優越的な地位の濫用等が懸念される取引等 

・ 増資におけるコンプライアンス等 

・ 複雑なスキームの取引の適法性（例えば、オフバランス化を含む

資産流動化、不良債権処理、益出し等の目的で行われる取引や、特

殊な種類株式や社債の発行が関連する取引等） 

・ 利益相反のおそれについての検討が必要な事案 

 

・ いわゆるプライベート・バンキング等における非定型取引等 

・ アームズ・レングス・ルールの適用あるグループ内の取引の適法

性 

・ コルレス契約の締結 

・ 法令上求められるディスクロージャー等 

・ その他法的リスクが高いと合理的・客観的に判断される文書、取

引、業務等 

② （略） 

 
顧客保護等管理態勢の確認検査用チェックリスト 

 

Ⅰ．経営陣による顧客保護等管理態勢の整備・確立状況 

【検証ポイント】 

・ 本チェックリストにおいて、「顧客保護等」とは、以下の①から⑥をい
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（改定前） （改定後） 

い、「顧客保護等管理」とは、金融機関の顧客の保護及び利便の向上の観点

から、①から⑤を達成するため必要となる管理をいう。 

①～④ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑤ その他金融機関の業務に関し顧客保護や利便の向上のために必要である

と金融機関において判断した業務の管理が適切になされることの確保 

（略） 

 

１．方針の策定 

① （略） 

②【顧客保護等管理方針の整備・周知】 

取締役会は、経営方針に則り、顧客保護及び利便の向上に向けた管理

の方針（以下「顧客保護等管理方針」という。複数に分かれている場合

には、これらを総称するものとする。）を定め、組織全体に周知させて

いるか。 

特に、顧客保護等管理方針に以下の事項が明確に記載される等、顧客

保護等管理のために漏れのない適切なものとなっているか。 

い、「顧客保護等管理」とは、金融機関の顧客の保護及び利便の向上の観点

から、①から⑥を達成するため必要となる管理をいう。 

①～④ （略） 

⑤ 金融機関又はグループ関連会社１による取引に伴い顧客の利益が不当に

害されることのないよう利益相反の管理が適切に行われることの確保 

 １ 銀行法第13条の３の２に定める、当該銀行、当該銀行を所属銀行とす

る銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等のほ

か、当該金融機関が顧客保護のために利益相反の管理が必要であると判

断した会社がある場合にはその会社。 

⑥ その他金融機関の業務に関し顧客保護や利便の向上のために必要である

と金融機関において判断した業務の管理が適切になされることの確保 

（略） 

 

１．方針の策定 

① （略） 

②【顧客保護等管理方針の整備・周知】 

取締役会は、経営方針に則り、顧客保護及び利便の向上に向けた管理

の方針（以下「顧客保護等管理方針」という。複数に分かれている場合

には、これらを総称するものとする。）を定め、組織全体に周知させて

いるか。 

特に、顧客保護等管理方針に以下の事項が明確に記載される等、顧客

保護等管理のために漏れのない適切なものとなっているか。 
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（改定前） （改定後） 

（ⅰ）顧客を保護するために行うべき以下の管理に関する方針 

・ 顧客に対する取引又は商品の説明及び情報提供（以下「顧客説

明」という。）の適切性及び十分性の確保 

・ 顧客の相談・苦情等の対処（以下「顧客サポート等」という。）

の適切性及び十分性の確保 

・ 顧客の情報の管理（以下「顧客情報管理」という。）の適切性の

確保 

・ 金融機関の業務が外部委託される場合における顧客情報や顧客へ

の対応の管理（以下「外部委託管理」という。）の適切性の確保 

（新設） 

 

 

・ その他顧客保護や利便の向上のために必要であると取締役会にお

いて判断した業務の管理の適切性の確保 

（ⅱ）～（ⅲ） （略） 

③ （略） 

 

２．内部規程・組織体制の整備 

①【内部規程の整備・周知】 

取締役会等は、顧客保護等管理方針に則り、顧客説明管理、顧客サポ

ート等管理、顧客情報管理、外部委託管理に関する取決めを明確に定め

た内部規程（以下総称して「顧客保護等管理規程」という。）を各顧客

（ⅰ）顧客を保護するために行うべき以下の管理に関する方針 

・ 顧客に対する取引又は商品の説明及び情報提供（以下「顧客説

明」という。）の適切性及び十分性の確保 

・ 顧客の相談・苦情等の対処（以下「顧客サポート等」という。）

の適切性及び十分性の確保 

・ 顧客の情報の管理（以下「顧客情報管理」という。）の適切性の

確保 

・ 金融機関の業務が外部委託される場合における顧客情報や顧客へ

の対応の管理（以下「外部委託管理」という。）の適切性の確保 

・ 金融機関又はグループ関連会社による取引に伴い顧客の利益が不

当に害されることのないよう行われる利益相反の管理（以下「利益

相反管理」という。）の適切性の確保 

・ その他顧客保護や利便の向上のために必要であると取締役会にお

いて判断した業務の管理の適切性の確保 

（ⅱ）～（ⅲ） （略） 

③ （略） 

 

２．内部規程・組織体制の整備 

①【内部規程の整備・周知】 

取締役会等は、顧客保護等管理方針に則り、顧客説明管理、顧客サポ

ート等管理、顧客情報管理、外部委託管理、利益相反管理に関する取決

めを明確に定めた内部規程（以下総称して「顧客保護等管理規程」とい
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（改定前） （改定後） 

保護等管理に係る管理責任者に策定させているか。１取締役会等は、顧

客保護等管理規程について、リーガル・チェック等を経て、顧客保護等

管理方針に合致することを確認した上で承認し、組織内に周知させてい

るか。 

②【各管理責任者の設置及び権限の付与】 

取締役会等は、顧客保護等管理方針及び顧客保護等管理規程に則り、

以下の管理責任者を設置し、その責任及び権限を明確化し適切な役割を

担わせる態勢を整備しているか。また、各管理責任者には、その業務に

関し十分な知識及び経験を有する人員を充てているか。２ 

・ 顧客に対する適切な説明を確保する態勢を整備・確立するための

顧客に対する説明の管理全般を統括する責任者（以下「顧客説明管

理責任者」という。） 

・ 顧客サポート等に係る情報を集約し、相談・苦情等に対する対応

の進捗状況及び処理指示を一元的に管理する責任者（以下「顧客サ

ポート等管理責任者」という。） 

・ 適切な顧客情報管理態勢を整備・確立するための顧客情報の管理

全般を行う者（以下「顧客情報統括管理責任者」という。） 

・ 金融機関の業務が外部委託される場合における顧客情報や顧客へ

の対応を管理する責任者（以下「外部委託管理責任者」という。） 

（新設） 

 

③～⑨ （略） 

う。）を各顧客保護等管理に係る管理責任者に策定させているか。２取

締役会等は、顧客保護等管理規程について、リーガル・チェック等を経

て、顧客保護等管理方針に合致することを確認した上で承認し、組織内

に周知させているか。 

②【各管理責任者の設置及び権限の付与】 

取締役会等は、顧客保護等管理方針及び顧客保護等管理規程に則り、

以下の管理責任者を設置し、その責任及び権限を明確化し適切な役割を

担わせる態勢を整備しているか。また、各管理責任者には、その業務に

関し十分な知識及び経験を有する人員を充てているか。３ 

・ 顧客に対する適切な説明を確保する態勢を整備・確立するための

顧客に対する説明の管理全般を統括する責任者（以下「顧客説明管

理責任者」という。） 

・ 顧客サポート等に係る情報を集約し、相談・苦情等に対する対応

の進捗状況及び処理指示を一元的に管理する責任者（以下「顧客サ

ポート等管理責任者」という。） 

・ 適切な顧客情報管理態勢を整備・確立するための顧客情報の管理

全般を行う者（以下「顧客情報統括管理責任者」という。） 

・ 金融機関の業務が外部委託される場合における顧客情報や顧客へ

の対応を管理する責任者（以下「外部委託管理責任者」という。） 

・ 適切な利益相反管理態勢を整備・確立するための利益相反管理全

般を統括する責任者（以下「利益相反管理責任者」という。） 

③～⑨ （略） 
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（改定前） （改定後） 

 

３．（略） 

 

Ⅱ．各管理責任者による顧客保護等管理態勢の整備・確立状況 

 

１．～４．（略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．（略） 

 

Ⅱ．各管理責任者による顧客保護等管理態勢の整備・確立状況 

 

１．～４．（略） 

 

５．利益相反管理態勢 

⑴ 内部規程等の策定 

①【利益相反管理規程の策定】 

（ⅰ）利益相反管理責任者は、利益相反管理の適切性を確保する必要性及び

重要性を十分に理解しているか。 

（ⅱ）利益相反管理責任者は、顧客保護等管理方針に則り、利益相反管理の

適切性を確保するための取決めを明確に定めた内部規程（以下「利益相

反管理規程」という。）を策定しているか。 

（ⅲ）利益相反管理規程は、リーガル・チェック等を受け、取締役会等の承

認を受けた上で、組織内に周知されているか。 

②【利益相反管理規程の内容】 

利益相反管理規程の内容は、当該金融機関又はグループ関連会社の業

務の規模・特性に応じ、法令11に基づく利益相反管理の実施方針におい

て定めるべき事項を含め、利益相反管理の適切性の確保についての必要

な取決めを網羅し、管理を行うための組織体制、権限及び役割、方法等
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（改定前） （改定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を明確に定める等、適切に規定されているか。特に、以下の事項につい

て定めているか。 

・ 利益相反管理のための組織体制（利益相反管理担当部門又は利益

相反管理担当者の設置の有無、その権限と役割等を含む。）に関す

る取決め 

・ 利益相反管理を行う者が遵守すべき手続に関する取決め 

・ 利益相反管理の状況のモニタリングに関する取決め 

・ 利益相反のおそれがある取引の特定に関する取決め 

・ 利益相反管理の方法に関する取決め 

・ 利益相反管理に関する記録の保存に関する取決め 

・ 利益相反管理のために必要な情報の集約に関する取決め 

・ 取締役会等に対する報告に関する取決め 

・ コンプライアンス統括部門、顧客説明管理責任者及び顧客情報管

理責任者等との間の連携・情報伝達に関する取決め 
11 銀行法施行規則第14条の11の３の３第１項第３号。 

 

⑵ 利益相反管理の実施 

①【利益相反管理に係る態勢整備】 

（ⅰ）利益相反管理責任者は、利益相反管理規程を遵守させる等、適切かつ

十分な利益相反管理を行うための態勢を整備し、その実効性を確保する

ための具体的施策を実施しているか。特に、利益相反管理について、営

業部門からの独立性を確保し、牽制機能を発揮する態勢を整備している
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（改定前） （改定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

（ⅱ）利益相反管理責任者は、利益相反管理を行うにあたり、コンプライア

ンス統括部門、顧客説明管理責任者及び顧客情報管理責任者等との連携

を適切に行う態勢を整備しているか。 

②【指導・監督】 

利益相反管理責任者は、利益相反管理を適時・適切に実施できるよ

う、関係業務部門及び営業店等に対して、指導・監督を行う等適切に管

理しているか。 

③【利益相反のおそれがある取引の特定】 

     利益相反管理責任者は、利益相反のおそれがある取引を適切に特定す

るための態勢を整備しているか。 

④【利益相反管理の方法】 

利益相反管理責任者は、例えば以下のような方法により、又は以下の

ような方法を組み合わせることにより、適切かつ十分な利益相反管理を

確保するための態勢を整備しているか。 

・ 利益相反を発生させる可能性のある部門を分離する方法 

・ 利益相反のおそれがある取引の一方又は双方の取引条件又は方法

を変更する方法 

・ 利益相反のおそれがある取引の一方の取引を中止する方法 

・ 利益相反のおそれがあることを顧客に開示する方法 

⑤【記録・保存】 

   利益相反管理責任者は、利益相反のおそれがある取引の特定及び顧客
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（改定前） （改定後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の利益を保護するために実施した利益相反管理の方法等について、適切

に記録・保存しているか。 

⑥【利益相反管理に関するモニタリングの実施】 

利益相反管理責任者は、利益相反管理規程の遵守状況のモニタリング

等により、利益相反管理の適切性及び十分性が確保されているか継続的

に確認し、必要に応じて抑止行動をとっているか。 

⑦【取締役会等への報告態勢】 

利益相反管理責任者は、定期的に又は必要に応じて随時取締役会等に

対し報告すべき事項を報告しているか。特に、経営に重大な影響を与え

る、又は顧客の利益が著しく阻害される事案については、取締役会等に

対し速やかに報告しているか。 

⑧【監査役への報告態勢】 

利益相反管理責任者は、取締役会の決定事項に従い、監査役へ直接報

告を行っているか。 

 

⑶ 評価・改善活動 

利益相反管理責任者は、定期的に又は必要に応じて随時、利益相反管

理規程の遵守状況等利益相反管理の状況に関する報告・調査結果、モニ

タリングの結果等を踏まえ、利益相反管理態勢の実効性を検証し、適時

に利益相反管理規程の内容、組織体制、研修・指導の実施、モニタリン

グの方法等の見直しを行い、必要に応じて取締役会等に対し、改善のた

めの提言を行っているか。 
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（改定前） （改定後） 

 

Ⅲ．個別の問題点 

 

１．（略） 

 

２．顧客説明態勢 

⑴ 顧客説明態勢全般についての着眼点 

①～③ （略） 

④【紛争の未然防止】 

顧客との紛争の未然防止のための態勢が整備されているか。例えば、

以下のような事項につき徹底されているか。 

・ リーガル・チェック等態勢 

・ 説明すべき事項の特定、説明書類等 

・ 契約に関する顧客の意思を確認することができる意思確認書類の

作成の徹底 

・ 顧客に対する説明状況記録の作成・保存 

（新設） 

・ 優越的地位の濫用、抱き合わせ取引等の不公正取引の防止態勢 

・ シンジケート･ローンのアレンジャー業務における情報提供態勢 

 

⑵ （略） 

 

 

Ⅲ．個別の問題点 

 

１．（略） 

 

２．顧客説明態勢 

⑴ 顧客説明態勢全般についての着眼点 

①～③ （略） 

④【紛争の未然防止】 

顧客との紛争の未然防止のための態勢が整備されているか。例えば、

以下のような事項につき徹底されているか。 

・ リーガル・チェック等態勢 

・ 説明すべき事項の特定、説明書類等 

・ 契約に関する顧客の意思を確認することができる意思確認書類の

作成の徹底 

・ 顧客に対する説明状況記録の作成・保存 

・ 利益相反のおそれがあることの顧客への適切な開示 

・ 優越的地位の濫用、抱き合わせ取引等の不公正取引の防止態勢 

・ シンジケート･ローンのアレンジャー業務における情報提供態勢 

 

⑵ （略） 
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（改定前） （改定後） 

⑶ 利益相反関係の回避等に関する着眼点 

顧客との取引において、利益相反関係やその他の不適切な事象を回避

するため、業務隔壁を設ける等の顧客説明の場面における弊害防止措置

を講じる態勢となっているか。 

例えば、いわゆるプライベート・バンキング等において、当該金融機

関自身が、又は当該金融機関及びそのグループ関連会社が同一の顧客に

対し複合的なサービスを提供する場合には、顧客情報の利用、利益相反

の回避のための業務隔壁の構築（グループ関連会社との間の情報隔壁の

構築を含む）、抱き合わせ販売等の不公正取引の防止措置等が適切に機

能しているか。また、保険募集において、優越的地位の濫用等の不公正

取引、顧客の同意を得ない非公開金融情報や非公開保険情報の利用等の

弊害防止措置等が適切に機能しているか。 

 

 

３．～６． （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

⑶ 弊害防止措置に関する着眼点 

顧客との取引において、優越的地位の濫用、抱き合わせ取引等の不適

切な事象を回避するため、業務隔壁を設ける等の顧客説明の場面におけ

る弊害防止措置を講じる態勢となっているか。 

例えば、金融商品取引業者との間で、法人顧客に対してオプトアウト

12の機会を提供することにより非公開情報の提供を行う場合や、内部管

理等に関する業務を行うために非公開情報を受領し又は提供する場合

に、適切な対応を行っているか。また、保険募集において、優越的地位

の濫用等の不公正取引、顧客の同意を得ない非公開金融情報や非公開保

険情報の利用等の弊害防止措置等が適切に機能しているか。 
12 あらかじめ非公開情報を共有する旨を通知された上で、共有を望まな

い場合に親法人等又は子法人等への非公開情報の提供の停止を求めるこ

とをいう。 

 

３．～６． （略） 

 

７．利益相反管理態勢 

① 【銀行代理業者及び子金融機関等の顧客の利益相反管理のための態勢整

備】 

 当該金融機関を所属銀行とする銀行代理業者又は当該金融機関の子金融

機関等14の顧客についても、顧客の利益が不当に害されることのないよう

利益相反管理を行う態勢を整備しているか。 
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（改定前） （改定後） 

 

 

７．その他 

 （略） 

 

信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト 

別紙標準的手法の検証項目リスト 

 

Ⅰ． （略） 

 

Ⅱ．リスク・ウェイトの適用 

 

１．エクスポージャー区分 

⑴ 以下のすべての要件を満たし 75％のリスク・ウェイトを適用しているもの

について、中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクスポージャー

に適切に区分されているか。 

① 一の債務者（中小企業等及び個人に限る。）に対するエクスポージャー

の額（信用リスク削減手法適用前のものとする。）を合計した額が 1 億円

以下であること。 

 

② 一の債務者に対するエクスポージャーの額を合計した額が①の要件を満

たすエクスポージャー（3 カ月以上延滞エクスポージャーを除く）の額を

14 銀行法第13条の３の２第３項参照。 

   

８．その他 

 （略） 

 

信用リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト 

別紙標準的手法の検証項目リスト 

 

Ⅰ． （略） 

 

Ⅱ．リスク・ウェイトの適用 

 

１．エクスポージャー区分 

⑴ 以下のすべての要件を満たし 75％のリスク・ウェイトを適用しているもの

について、中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクスポージャー

に適切に区分されているか。 

① 一の債務者（中小企業等及び個人に限る。）に対するエクスポージャー

の額（信用リスク削減手法適用前のものとする。）を合計した額から信用

保証協会等１により保証されたエクスポージャーの額を控除した額が 1 億

円以下であること。 

② 一の債務者に対するエクスポージャーの額を合計した額から信用保証協

会等により保証されたエクスポージャーの額を控除した額が①の要件を満
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（改定前） （改定後） 

合計した額の 0.2％を超えないこと。 

 

 

 

 

⑵ 以下の要件をすべて満たし、かつ、その資金使途が住宅の建設、取得又は

増改築に限定されているものについて、抵当権付住宅ローンに適切に区分さ

れているか。 

① 抵当権が以下のイ．及びロ．の条件を満たしていること。 

イ． （略） 

ロ．抵当権が第一順位であること。ただし、住宅金融公庫その他の公的機

関が第一順位の抵当権を設定している場合であって、担保余力があり、

かつ、当該住宅ローンに関する抵当権が次順位である場合は、この限り

ではない。 

②～③ （略） 

 

⑶～⑹ （略） 

 

２．～３． （略） 

 

Ⅲ．信用リスク削減手法の利用 

 

たすエクスポージャー（3 カ月以上延滞エクスポージャーを除く）の額を

合計した額の 0.2％を超えないこと。 

  １ 信用保証協会等とは、信用保証協会、農業信用基金協会、漁業信用基

金協会をいう。 

 

⑵ 以下の要件をすべて満たし、かつ、その資金使途が住宅の建設、取得又は

増改築に限定されているものについて、抵当権付住宅ローンに適切に区分さ

れているか。 

① 抵当権が以下のイ．及びロ．の条件を満たしていること。 

イ． （略）  

ロ．抵当権が第一順位であること。ただし、住宅金融支援機構その他の公

的機関が第一順位の抵当権を設定している場合であって、担保余力があ

り、かつ、当該住宅ローンに関する抵当権が次順位である場合は、この

限りではない。 

②～③ （略） 

 

⑶～⑹ （略） 

 

２．～３． （略） 

 

Ⅲ．信用リスク削減手法の利用 
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（改定前） （改定後） 

１． （略） 

 

２．適格金融資産担保付取引に係る検証 

⑴～⑶ （略） 

 

⑷ 簡便手法を用いる場合の適格金融資産担保は以下のものとなっているか。 

①～③（略） 

④ 適格格付機関が格付を付与している債券であって、以下のいずれかに該

当するもの。ただし、③に該当するものを除く。 

イ．中央政府、中央銀行、我が国の地方公共団体及び我が国の政府関係機

関が発行した債券であって、適格格付機関により付与された格付に対応

する信用リスク区分が 1－4以上であるもの 

ロ．～ハ．（略） 

⑤ 適格格付機関が格付を付与していない債券であって、以下のすべての条

件を満たすもの 

イ．発行者が以下に掲げる主体であること。 

（ⅰ）金融機関、外国銀行、銀行持株会社、銀行持株会社に準ずる外国の

会社及び日本郵政公社 

（ⅱ）バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類

似の基準の適用を受ける証券会社及び証券持株会社 

ロ．取引所有価証券市場、店頭売買有価証券市場又は外国有価証券市場に

おいて売買されていること 

１． （略） 

 

２．適格金融資産担保付取引に係る検証 

⑴～⑶ （略） 

 

⑷ 簡便手法を用いる場合の適格金融資産担保は以下のものとなっているか。 

①～③（略） 

④ 適格格付機関が格付を付与している債券であって、以下のいずれかに該

当するもの。ただし、③に該当するものを除く。 

イ．中央政府、中央銀行、我が国の地方公共団体、地方公営企業等金融機

構及び我が国の政府関係機関が発行した債券であって、適格格付機関に

より付与された格付に対応する信用リスク区分が 1－4以上であるもの 

ロ．～ハ．（略） 

⑤ 適格格付機関が格付を付与していない債券であって、以下のすべての条

件を満たすもの 

イ．発行者が以下に掲げる主体であること。 

（ⅰ）金融機関、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社に準ずる外国

の会社 

（ⅱ）バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類

似の基準の適用を受ける第一種金融商品取引業者及び経営管理会社 

  ロ．取引所金融商品市場、店頭売買有価証券市場又は外国金融商品市場に

おいて売買されていること 
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（改定前） （改定後） 

ハ．～へ． （略） 

⑥～⑦ （略） 

 

⑸ （略） 

 

３．～５．（略） 

 

６．保証及びクレジット・デリバティブ 

⑴～⑶ （略） 

 

⑷ 保証又はクレジット・デリバティブを信用リスク削減手法として用いる場

合、保証人又はプロテクション提供者は以下のものであるか。 

① 被保証債権又は原債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用され

る以下の主体 

（ⅰ）中央政府等、我が国の地方公共団体、我が国の政府関係機関、外国の

中央政府以外の公共部門及び国際開発銀行 

（ⅱ）金融機関、外国銀行、銀行持株会社、銀行持株会社に準ずる外国の会

社及び日本郵政公社 

（ⅲ）バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似

の基準の適用を受ける証券会社及び証券持株会社 

② (略)  

 

ハ．～へ． （略） 

⑥～⑦ （略） 

 

⑸ （略） 

 

３．～５．（略） 

 

６．保証及びクレジット・デリバティブ 

⑴～⑶ （略） 

 

⑷ 保証又はクレジット・デリバティブを信用リスク削減手法として用いる場

合、保証人又はプロテクション提供者は以下のものであるか。 

① 被保証債権又は原債権の債務者よりも低いリスク・ウェイトが適用され

る以下の主体 

（ⅰ）中央政府等、我が国の地方公共団体、地方公営企業等金融機構、我が

国の政府関係機関、外国の中央政府以外の公共部門及び国際開発銀行 

（ⅱ）金融機関、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社に準ずる外国の

会社 

（ⅲ）バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似

の基準の適用を受ける第一種金融商品取引業者及び経営管理会社 

② (略)  
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（改定前） （改定後） 

⑸～⑻ （略） 

 

７．～10． （略） 

 

Ⅳ． （略） 

 

オペレーショナル・リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト 

（別紙１） 

 

Ⅰ．～Ⅱ． （略） 

 

Ⅲ．個別の問題点 

 

１． （略） 

 

２．市場取引の事務管理態勢 

⑴ （略） 

 

⑵ 【取引内容、残高等の照合】 

市場部門と市場取引の事務管理部門における取引データの突合を行う

とともに、誤差等がある場合には、速やかにその原因究明を行い、予め

定められた方法に基づき補完しているか。 

⑸～⑻ （略） 

 

７．～10． （略） 

 

Ⅳ． （略） 

 

オペレーショナル・リスク管理態勢の確認検査用チェックリスト 

（別紙１） 

 

Ⅰ．～Ⅱ． （略） 

 

Ⅲ．個別の問題点 

 

１． （略） 

 

２．市場取引の事務管理態勢 

⑴ （略） 

 

⑵ 【取引内容、残高等の照合】 

市場部門と市場取引の事務管理部門における取引データの突合を行う

とともに、誤差等がある場合には、速やかにその原因究明を行い、予め

定められた方法に基づき補完しているか。 
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（改定前） （改定後） 

例えば、証券取引においては、市場部門でのディーリング・システム

によるポジションと事務管理部門での証券会社及びカストディ部門等に

確認後の勘定系の証券保有残高との照合を定期的（最低限月１回）に行

っているか。 

 

（以下略） 

例えば、証券取引においては、市場部門でのディーリング・システム

によるポジションと事務管理部門での金融商品取引業者及びカストディ

部門等に確認後の勘定系の証券保有残高との照合を定期的（最低限月１

回）に行っているか。 

 

（以下略） 

 


